
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆水際対策に係る措置について 

新型コロナウイルス感染症対策において、令和２年

12月から「水際対策強化に係る新たな措置」が出され

ています。頻繁に更新がかけられていますが、令和４

年３月から緩和されていますので、最新情報をまとめ

ます。 

 

◆日本への入国の際必要なこと 

(1) 検査証明書の提示 

「出国前 72時間以内に受けた検査の結果の証明書」

の提出が必要です。 

(2) 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提

出 

日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が

確保する宿泊施設で待機し、検査を受ける必要があり

ます。また、待機期間中における公共交通機関の不使

用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確

認アプリの導入等について誓約する必要があります。 

(3) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録 

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示

するために必要なアプリ等を利用できるスマートフ

ォンの所持が必要となります。 

(4) 質問票の提出 

待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時に

メールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。 

(5) ワクチン接種証明書の提示 

一定の条件をみたすワクチン接種証明が必要にな

ります。 

 

◆水際措置の見直し（令和４年３月１日午前０時より） 

(1) 入国後の自宅等待機期間の変更等 

指定国・地域からの帰国・入国の有無およびワクチ

ン接種証明書の保持の有無、入国後の自主検査の判定

結果により、入国後の自宅待機期間が原則７日間から

緩和されます。 

また、自宅等待機が必要な方について、一部の条件

を満たせば、入国後の自宅等への移動に限り、公共交

通機関の使用が可能となりました。 

(2) 外国人の新規入国制限の見直し 

全国・地域からの外国人の新規入国は原則一時停止

されていましたが、日本所在の受入責任者が所定の申

請を完了した①商用・就労目的の短期間滞在（３月以

下）、②長期間滞在の外国人について、新規入国が認め

られるようになりました。 

 
【厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000121431_00209.html 

 

 

 
 
◆第６波の影響で小学校休業等対応助成金が期間延

長に 

 新型コロナウイルスの第６波の影響で、多くの小学

校や保育園で臨時休校・休園が発生し、働く保護者は

子どもの世話をするため仕事を休まざるを得ない状

況になりました。厚生労働省は、このような保護者に

対して活用できる小学校休業等対応助成金の対象と

なる休暇期間を６月末まで延長し、個人の申請手続を

改善することを公表しました。 

小学校休業等対応助成金は、小学校等の臨時休校等
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により仕事を休まざるを得ない保護者に対して、有給

休暇を取得させた事業主に賃金が全額（緊急事態宣言

まん延防止等重点措置の実施区域の場合、日額最大

15,000円）支給されます。 

 

◆個人申請の場合の手続きの改善 

しかし、小学校休業等対応助成金は、昨年の感染拡

大時には従業員が事業主に自分で助成金のことを言

い出しにくかったり、労働局に直接申請をしても後日

労働局から勤め先に確認し同意が得られなければ支

給されなかったりしたため、活用が進みませんでした。 

 このような状況から、本助成金の個人申請の手続き

が改善され、労働局の「小学校休業等対応助成金に関

する特別相談窓口」で労働者からの相談内容に応じて、

事業主に助成金活用の働きかけを行い、事業主が休業

させたことの確認が得られていない場合でも、まずは

申請を受け付けることになりました。 

また、労働局は事業主に対して、事業主が小学校休

業等対応助成金の活用に応じない場合の労働者個人

による休業支援金・給付金の仕組みによる申請につい

て、理解と協力を求めるリーフレットを公表していま

す。詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。 

 
【厚生労働省・都道府県労働局リーフレット】 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909497.

pdf 

 

【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校

休業等対応助成金について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k

oyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 

 

 
 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 

 

5 月 2 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～

３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道

府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期

間 

（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限までの

いずれか遅い日以降の日までの期間） 

 

 

 
 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


